


                                                                                                                            

様式２ 

国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表 

 

 

現  行 変 更 後 変更理由 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

（１）三の丸団地（教育学部附属小学校、附属 

幼稚園（茨城県水戸市三の丸２丁目６番８ 

号））の土地の一部（１３，３２５．７３ 

㎡）を譲渡する。 

（２）工学部（茨城県日立市中成沢町４丁目１ 

２番１号）の土地の一部（１，３４０㎡） 

を譲渡する。 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 
（１）三の丸団地（教育学部附属小学校、附属 

幼稚園（茨城県水戸市三の丸２丁目６番８ 
号））の土地の一部（１３，３２５．７３ 
㎡）を譲渡する。 

（２）工学部（茨城県日立市中成沢町４丁目１ 
２番１号）の土地の一部（１，３４０㎡） 
を譲渡する。                          

  （３）東原団地（茨城県水戸市東原３丁目３番 

３２号 外２）の土地の一部（４，２５

７㎡）及び建物の一部（４７４．６３㎡

）を譲渡する。 

 

 

 

 

 

 

 

【職員宿舎】 

老朽化が進んでいる中、財政面の厳しさから

更新が困難であること、宿泊施設の土地と一

体として売り払いすることで、より高い評価

が見込まれることから当該財産を譲渡するも

のである。 

 

【宿泊施設】 

水戸キャンパスからの利便性の悪さなど、立

地上の問題から利用率の改善は見込まれない

ことから当該財産を譲渡するものである。 
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